
NPO法人　木の住まいを創る会
代表理事　 鈴木　明　殿

口数 （1口：10坪です。） 坪

＊１　

（ご本人による自署となります。）

生年月日 大正/昭和/平成 年 月 日生 年齢
(*2)

〒

連絡先 Phone
e-mail 

〒

連絡先 Phone

★お願い

●賛同申込

賛同・同意書
みんなで守るみんなの森づくり「山のトラスト運動」

私は、NPO法人木の住まいを創る会が、主催する、「山のトラスト運動」に賛同し、口数を下記の通り、お
申し込みいたします。
賛同者数が、定員に達した場合は、会よりの、ご入金及びお振り込みのご連絡を受け、会の口座にご入金いたしま
す。

本来なら、賛同・同意書を返信するための、返信用封筒を同封すべきですが、運動の主旨や事情を
ご考慮願い、賛同者のご負担にてご返送御願いいたします。

◆法定代理人

2008年　　月　　日

フリガナ
賛同者名

緊急・携帯

印又はサイ
ン

＊２　登記などの契約行為になりますので、未成年の場合は、法定代理人を御願いいたします。

お振り込みにつきましては、最小登記口数（定員）の賛同者数を満たした時点で、お振り込みをご指
示致しますので、NPO法人木の住まいを創る会の指定口座へ、その時点でお振り込みを御願いいた
します。

そして、共有登記を致しますので、登記名義人の住民票・本人確認のため、免許証又は、パスポート
のコピー（＊１）その時点でお送り願います。

住所

賛同者数が、定員に足しない場合や山林所有者が売買を中止したり、他に売り渡しした場合は、取り止めすることも
ありますことを承諾いたします。（注１）

◆賛同申込者

申込土地坪数 一口の金額

12,500円/口

お支払金額（円）申込口数

重要！

（賛同者が、未成年者の場合は、法定代理人・親権者、ご本人の自署・捺印となります。）

法定代理人
/親権者

フリガナ 印又は
サイン 続柄

住所

★お願い:お振り込み手数料は、別途、賛同者のご負担の上で、お振り込みをお願い致しま
す。

緊急・携帯

共有登記に関しましては、登録免許税+登記手続き費用が別に発生いたします。（通常、司法書士の
所有権移転登記の手続き費用は、約5万円程度かかりますが、今回は、ボランテア精神で約１～２万
円程度で行ってくれることを依頼予定の司法書士と確認しています。尚、自分で手続きする場合（本
人申請）は、登録免許税のみでできます。）
登記に関しましては、司法書士の方に依頼する方法と、本人申請方法があります。

司法書士に依頼する場合は、2008年3月15日から、犯罪収益移転防止法により、本人確認が必要に
なっています。

山林所有者が、売買を中止したり、「山のトラスト運動」の参加者が定員に達する前に、他に売買した
場合は、この案件に関しては中止と致します。
その場合は、定員に達していない場合は、ご入金及びお振り込みもまだなので、そのまま取り止める
か、他の山林所有者の「山のトラスト運動」に受け継ぐとも出来ます。取り止めることも出来ます。
定員に達し、お振り込み後に、山林所有者が取り止めた場合は、他の山林所有者の「山のトラスト運
動」に受け継ぐことも出来、取り止める場合は、返金いたします。尚、返金かかる、振り込み手数料など
は、差し引きお振り込み返金いたしますことをご承知下さい。

注1

参加口数を記
入下さい。

日付を記入下
さい。

NPO法人 木の住まいを創る会


